
運用開始日（令和7年5月26日）時点で工事中の盛土等は、
届出が必要です。

⾧野県内では、「宅地造成及び特定盛土等規制法
（通称:盛土規制法）」の規制区域を県内全域に指
定し、令和７年5月26日から運用を開始します。
運用開始日前に盛土等の工事に着手し、運用開始日
以降も引続き工事等を行う場合は、令和７年6月16日
までに工事内容等の届出が必要です。

届出対象規模 別途添付図面が必要となる規模

運用開始日
（令和7年5月26日）

21日以内に届出
（令和7年6月16日まで）

着手 完了

※運用開始日より前に工事着手したものが対象です。

届出に必要な書類は裏面をご覧ください。

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のもの
※盛土・切土行為の他、残土処分場やストックヤードも対象です。

≪留意事項≫
○ 開発許可、林地開発許可など他法令の許可を受けた工事についても盛土規
制法の届出が必要です。（他法令の許可を受けた工事であって、令和7年5
月26日時点で未着工の工事は、工事着手前に盛土規制法の許可が必要
になる場合があります。）

○ 「工事の着手」とは、工事現場において行う最初のくい打ちや掘削などの、土
地の形質変更や土石の堆積が行われた時点のことであり、請負契約の締結、
資材の購入、現場測量や伐採作業等の準備工などは着手と判断できません。

○ 届出の内容が変更され、届出の規模を超えた場合は法12条・30条許可や、
法27条届出が必要となる場合があります。

○ 土地所有者等は、届出対象の盛土等に係る土地を常時安全な状態に維持
する責務を有し、災害のおそれが大きいと認められる危険な場合には、改善命
令の対象となります。

（令和7年４月作成）

⑤ 盛土又は切土をする土地の面積が
500㎡超 3,000㎡超

となるもの（①～④を除く）

④ 盛土で高さが
2m超 5m超
となるもの （①,③を除く）

＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞ ＜一時的な土石の堆積＞
② 切土で高さが
2m超 5m超
の崖を生ずるもの

③ 盛土と切土を同時に
行い高さが
2m超 5m超 の

崖を生ずるもの
（①②を除く）

① 盛土で高さが
1m超 2m超
の崖を生ずるもの

⑥ 最大時に堆積する高さが
2m超 5m超 かつ
面積が 300㎡超 1,500㎡超
となるもの

⑦ 最大時に堆積する面積が
500㎡超 3,000㎡超
となるもの（盛土又は切土をする厚さが30ｃｍ以下のものを除く）



届出に必要な書類 （省令52条・82条）

⾧野市HP


